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出入国管理政策懇談会外国人受入制度検討分科会ヒアリング 

技能実習制度の廃止とその後の外国人労働者受入制度 

 

２０１４年（平成２６年）２月２７日 

日本弁護士連合会 

 

第１ 技能実習制度に対する批判 

１ 問題事例等 

(1) 法務省入国管理局「平成２４年の『不正行為』について」（２０１３年３月）

＊資料１ 

２０１０年「不正行為」 １６３機関 

２０１１年「不正行為」 １８４機関 

２０１２年「不正行為」 １９７機関 

(2) 厚生労働省「外国人技能実習生の実習実施機関に対する監督指導，送検の

状況」（２０１３年７月３日）＊資料２ 

２７７６事業所で監督指導を実施し，その７９％（２１９６事業所）で労 

働基準関係法令違反 

(3) 国際研修協力機構「２０１２年度外国人技能実習生の死亡事故発生状況」 

（２０１３年１２月１日）＊資料３ 

    １９９２年～２０１２年の死亡者 ３０４人 

脳・心臓疾患  ８７人（２６％） 

        自殺      ２９人（９％） 

（参考）中国人技能実習生過労死事件 ＊資料４ 

(4) 具体的事例 

   ① 残業時給２５０円・長時間労働・保証金徴収の事案（岐阜・縫製・中国

人）＊資料５ 

   ② 強制帰国未遂の事案（富山・食品加工・中国人）＊資料６ 

   ③ 賃金天引き・詐取の事案（茨城・農業・カンボジア人）＊資料７ 

 

２ ２０１０年改正前の制度への批判 

(1) アメリカ国務省人身売買監視対策室・人身売買報告書（２００７年６月，

２００８年６月，２００９年６月，２０１０年６月）＊資料８～１１ 

(2) 国際人権（自由権委員会）総括所見（２００８年１０月）＊資料１２ 
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(3) 人，とくに女性と子どもの人身売買に関する特別報告者ジョイ・ヌゴジ・ 

エゼイロ提出の報告書（２０１０年５月１２日）＊資料１３ 

２００９年７月１２日から同月１７日，公式訪日して調査 

(4) 移住者の人権に関する特別報告者ホルヘ・ブスタマンテによる報告（２０ 

１１年３月２１日）＊資料１４ 

２０１０年３月２３日から同月３１日，公式訪日して調査（東京，名古屋， 

豊田，浜松） 

  

３ ２０１０年改正後の制度への批判 

(1) アメリカ国務省人身売買監視対策室人身売買報告書（２０１１年６月，２ 

０１２年６月，２０１３年６月）＊資料１５～１８ 

(2) 総務省行政評価局「外国人の受入対策に関する行政評価・監視―技能実習 

制度等を中心として―結果報告書」（２０１３年４月）＊資料１９，２０ 

不正行為認定を受けた実習実施機関の９８％で監理団体による不正行為等

の指摘漏れ 

→監理団体による監査の適正化，技能実習制度推進事業の在り方見直し及び

技能実習制度の効果の検証 

(3) 日本弁護士連合会「外国人技能実習制度の廃止に向けての提言」（２０１１ 

年４月１５日），「外国人技能実制度の早急な廃止を求める意見書」（２０１３

年６月２０日）＊資料２１，２２ 

  

第２ 技能実習制度の構造的問題点と制度廃止論の根拠 

 １ 制度目的「技能・技術等移転を通じた国際貢献」と実態の乖離 

(1) 中小企業における未熟練労働力確保の要請からの制度創出 

→団体監理型受入れの創設（１９９１年） 

団体監理型受入れ９６．７％ 

実習実施機関の半数以上が１９人以下の零細企業 

(2) 技能実習を前提とした要件が実態に合っていないこと 

    ・同一作業の反復のみによって修得できる技能等でないこと（基準省令一

号） 

・本国へ帰国後，習得した技能等を要する業務に就く予定があること（基

準省令二号） 

・本国では，習得することが不可能または困難である技能等であること 
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  (3) 政府において，技能実習制度を未熟練労働者を確保するための制度である

ことを前提に議論が進んでいること 

 

 ２ 雇用主変更の自由の否定 

雇用主（実習実施機関）を変更できないことから，権利主張や受入機関の告 

発が，自らの帰国に結びつくこととなり，構造的に受入機関の強い従属下にお

かれる（現行制度においても，技能実習生本人の責めによらない事由により実

習が継続困難になった場合には，雇用主を変更することが認められているが，

監理団体の枠を超えて技能実習生が自ら変更先の雇用主を探すことは事実上不

可能。技能実習生と監理団体が対立している場合，及び，監理団体に新たな実

習先を探す意欲がない場合には，帰国せざるをえない。） 

→パスポート取り上げ，預金の強制管理，強制帰国，セクハラなどの横行 

 

 ３ 送出し・受入れプロセスにおける中間搾取・権利侵害の危険性 

(1) 送出し機関による不当な権利侵害等 

多額の費用徴収，保証金徴収，違約金契約と保証人，日本における正当な 

権利行使を禁止する契約 →日本法では送出し機関の規制は極めて困難 

(2) 受入れ機関による不当な権利侵害等（特に，団体監理型の場合） 

不当解雇，強制帰国の脅迫 

    監理団体による高額の費用等の徴収（団体監理型の場合） 

    →中間搾取の危険 

 

第３ 技能実習制度に代わる外国人労働者受入制度への視点 

 １ 未熟練労働者の受入れの実態を認めた制度の構築，未熟練労働を活動内容と

する在留資格の創設 

   但し，人数，範囲，期間において限定的なものとして国内労働市場との調整 

を図る手段を検討（後述４項）  

 

 ２ 雇用主変更の自由の肯定 

(1) 雇用主変更の自由を認める 

業種・地域などの限定，回数制限（例：韓国の雇用許可制）を設けるかど 

うかは要検討 

(2) 雇用主と就業者の選択可能性を図るため，職業安定所等の公的機関による 
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双方への紹介を行う（例：韓国の産業人力公団） 

 

 ３ 送出し・受入れプロセスの適正化・可視化 

(1) 政府間の協定ないし覚書（ＭＯＵ）締結（例：韓国の雇用許可制） 

→送出し・受入れプロセスの適正化・可視化を図る。 

→送出し機関による不当な権利侵害等を抑制する 

（不当な権利侵害があった場合には，協定等を延期しない。） 

 

(2) 政府・公共機関による運用管理（民間営利機関による送出し・運用の排除） 

→団体監理型受入の廃止 

→政府・公共機関による受入れ・送出し運用管理を行う（例：韓国・産業

人力公団によるマッチング） 

  

 ４ 国内労働市場との調整 

参考となるいくつかの手法 

  (1) 労働市場テスト（欧州，韓国など） 

    先に国内労働者に対する求人募集を義務付ける。 

  (2) 総量規制（韓国） 

    職場における国内労働者に対する外国人労働者の比率を制限する。 

  (3) 職種・地域を限定 

  (4) 外国人労働者雇用税の導入による間接的制限 

   （特に人数制限を行わないシンガポール，マレーシア等で導入。） 

 

５ 定住化防止か，定住化許容か 

(1) 定住化防止（短期ローテーション） 

韓国（雇用許可制）では，５年滞在で定住化の道が開かれるところ，４年 

１０月で出国させ，他方で再入国を可能としている。 

(2) 定住化許容（他の就労資格と同様に扱う） 

    外国人労働者の熟練化を図ることで，定住化の道を開く。 

 

６ 参考：韓国における雇用許可制 ＊資料２３ 

(1) 外国人産業研修制度の廃止（２００７年） 

１９９１年，制度導入 
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(2) 雇用許可制度の導入（１９９４年） 

  ① ３つの原則 

ア 国内労働市場の補完性 

→就業可能な業種は受入れ人数等の制限 

イ 移住労働者の権利保障 

→労働関係法令の適用とそれに基づく権利救済。 

ウ 定住化防止 

→一定期間の在留・就労後，必ず帰国させるローテーション原則。家 

族の同伴・呼び寄せの禁止。 

   ② 政府間の覚書（ＭＯＵ）締結と政府・公共機関による運営・管理 

     →民間営利機関の排除 

(3) 国際的評価 

   ① ＩＬＯ・アジアの先導的移住管理システムとして評価（２０１０年９月） 

  ② 国連・公共行政賞大賞受賞（公共部門における腐敗の防止と根絶の面で）

（２０１１年６月） 

以上 



資料1 法務省入国管理局「平成２４年の『不正行為』について」（２０１３年３月）
法務省HP（http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00065.html）

資料2
厚生労働省「外国人技能実習生の実習実施機関に対する監督指導，送検の状況」（２０１３年７月３
日）
厚生労働省HP（http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000035v78.html）

資料3
国際研修協力機構「２０１２年度　外国人技能実習生の死亡事故発生状況」（２０１３年１２月１
日）
国際研修協力機構HP（http://www.jitco.or.jp/stop/jishu_shibo.html）

資料4 「中国人技能実習生は過労死」『毎日新聞』２０１０年７月３日朝刊，１面

資料5 岐阜事件報告書（大坂恭子弁護士）

資料6 「元中国人実習生の解雇無効」『北陸中日新聞』２０１３年７月１８日朝刊，３１面

資料7
「実習生の給料着服受け入れ団体元理事長を逮捕」『毎日新聞』２０１４年１月１６日夕刊，１面
「実習制度悪用　「仕送り」半分消える」『毎日新聞』２０１４年１月１６日夕刊，１０面

資料8 アメリカ国務省人身売買監視対策室「2007年人身売買報告書」（２００７年６月１２日）
米国大使館HP（http://japan2.usembassy.gov/j/p/tpj-j20070702-50.html）

資料9 アメリカ国務省人身売買監視対策室「2008年人身売買報告書」（２００８年６月４日）
米国大使館HP（http://japan2.usembassy.gov/j/p/tpj-20080604-50.html）

資料10 アメリカ国務省人身売買監視対策室「2009年人身売買報告書」（２００９年６月１６日）
米国大使館HP（http://japan2.usembassy.gov/j/p/tpj-20090616-79.html）

資料11 アメリカ国務省人身売買監視対策室「2010年人身売買報告書」（２０１０年６月１４日）
米国大使館HP（http://japan2.usembassy.gov/j/p/tpj-20100614-76.html）

資料12 国際人権（自由権）規約委員会総括所見（２００８年１０月３０日）
外務省HP（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/pdfs/jiyu_kenkai.pdf）

資料13 人身売買に関する国連専門家の日本公式訪問報告書（２０１０年５月１２日）
反差別国際運動HP（http://imadr.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/T4-2-X7.pdf）

資料14
移住者の人権に関する特別報告者ホルヘ・ブスタマンテによる報告（２０１１年３月２１日）
移住労働者と連帯する全国ネットワークHP
（http://www.migrants.jp/v1/Japanese/whatsnew/pdf/20110531BustamanteReportJP.pdf）

資料15 アメリカ国務省人身売買監視対策室「2011年人身売買報告書」（２０１１年６月２７日）
米国大使館HP（http://japanese.japan.usembassy.gov/j/p/tpj-20110727a.html）

資料16 アメリカ国務省人身売買監視対策室「2012年人身売買報告書」（２０１２年６月１９日）
米国大使館HP（http://japanese.japan.usembassy.gov/j/p/tpj-20120720-01.html）

資料17 アメリカ国務省人身売買監視対策室「2013年人身売買報告書」（２０１３年６月１９日）
米国大使館HP（http://japanese.japan.usembassy.gov/j/p/tpj-20130719b.html）

資料18

米国大使館２０１３年６月２１日付け発表（http://japanese.japan.usembassy.gov/j/p/tpj-20130621a.html）

「（ひと）鳥井一平さん　米国務省から人身売買と闘う「ヒーロー」に選ばれた」『朝日新聞』２０
１３年８月２０日
「ひと：鳥井一平さん米が人身売買と闘う「英雄」と表彰」『毎日新聞』２０１３年９月１１日

資料19
総務省行政評価局「外国人の受入対策に関する行政評価・監視―技能実習制度等を中心として―結果
報告書」（２０１３年４月１９日）
総務省HP（http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/73055.html）

資料20 「監査９８％不正見落とす　外国人実習総務省が改善要望」『毎日新聞』２０１３年４月２０日朝刊

資料21 日本弁護士連合会「外国人技能実習制度の廃止に向けての提言」（２０１１年４月１５日）
当連合会HP（http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2011/110415_4.html）

資料22 日本弁護士連合会「外国人技能実制度の早急な廃止を求める意見書」（２０１３年６月２０日）
当連合会HP（http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2013/130620_4.html）

資料23 呉学殊「韓国における外国人労働者政策の実態」労旬１８０６号１９頁（２０１３）

＜資料一覧＞



1/1

2014/02/12http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00065.html



1/124 ...

2014/02/12http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000035v78.html



 

外国人技能実習生の実習実施機関に対する 

監督指導、送検の状況 
 

 

労働基準局においては、技能実習生の適正な労働条件の確保に重点的に取り組んでい
るところであり、全国の労働基準監督機関において、平成 24 年に 2,776 事業場（実習実
施機関）に対し監督指導を実施し、このうち 79％に当たる 2,196 事業場で何らかの労働
基準関係法令違反が認められた。また、技能実習生に係る重大又は悪質な労働基準関係
法令違反により送検した事業場は、15 件となっている。 
このように、技能実習生の労働条件については、依然として問題が認められることか

ら、今後とも、実習実施機関に対し、労働基準関係法令の周知徹底を図るほか、積極的
に監督指導を実施する。また、指導に従わないあるいは法違反を繰り返すなどの悪質な
事業場に対しては、送検を行うなど厳正に対応していく。 

 

 
１ 監督指導状況 
 
 ⑴ 平成 20 年以降において、労働基準監督機関が実習実施機関に対し監督指導を実施した

事業場数及び違反事業場数は、次のとおりである。 
＜注＞違反は実習実施機関に認められたものであり、日本人労働者に係る違反も含まれる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑵ 平成 24 年における主な違反内容は、次のとおりである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 労 働 基 準 法 第 32 条 ） 894 (32.2%)  

（ 労 働 基 準 法 第 37 条 ） 499 (18.0%)  

（ 労 働 基 準 法 第 24 条 ） 335 (12.1%)  

（ 労 働 基 準 法 第 15 条 ） 373 (13.4%)  

（ 労 働 基 準 法 第 96 条 ） 165 (5.9%)  

（ 労 働 安 全 衛 生 法 関 係 ） 1,362 (49.1%)  

う ち 健 康 診 断 （ 労 働 安 全 衛 生 法 第 66 条 ） 357 (12.9%)  

（ 最 低 賃 金 法 第 4 条 ） 131 (4.7%)  

労 働 条 件 の 明 示

寄 宿 舎 関 係

安 全 衛 生 関 係

最 低 賃 金

主な違反内容 違反事業場数（違反率）

労 働 時 間

割 増 賃 金 不 払

賃 金 不 払

2,196 
(79.1%) 

1,890 
(72.4%) 

1,627 
(70.5%) 

2,328 
(74.0%) 

2,776 

2,612 2,309 

3,145 

0
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監督指導実施事業場数 

違反事業場数（違反率） 

 2,252 

(82.0%) 

2,748 

別紙 



 
 
 
⑶ 平成 24 年における監督指導事例には、次のようなものがあった。 
 

事例１： 効果的な臨検監督により、割増賃金の不足額が支払われた事例 

 【労働時間の把握方法について不明な点を追究し、時間外労働の実態を明らかにしたもの】 
臨検監督を実施した際、賃金台帳には時間外労働の割増賃金額は記載されていたが、時

間外労働時間は記載されていなかった。 
このため、時間外割増賃金を計算するための基礎となる時間外労働時間が何時間である

のかについて質問したところ、製品の生産実績表に時間外労働時間が記載されていること、
当該時間により計算すると時間外割増賃金額が不足していることが確認できたため、是正
勧告を行った結果、６名に対する割増賃金不足額約 400 万円が支払われた。 
 
 

事例２： 的確な指導により、時間外労働が削減された事例 

【長時間労働が行われている実習実施機関に対し、効果的な指導を行った結果、時間外労
働が削減されたもの】 
臨検監督を実施したところ、技能実習生について、時間外労働・休日労働に関する協定

で定める延長時間を超え、１か月 100 時間を超える違法な時間外労働が認められた。 
当該実習実施機関に対して、是正勧告を行うとともに、長時間労働の抑制と過重労働に

よる健康障害防止の観点から、脳・心臓疾患発症のリスクや時間外労働削減の具体例等に
ついて教示しながら是正指導を行った結果、時間外労働が削減された。 
 
 

事例３： 実習実施機関に対する法違反を契機に、監理団体に対する指導を行った事例 

【実習実施機関における割増賃金不払が、監理団体の誤った指導によるものであったこと
から、監理団体に対しても指導を行ったもの】 

 ２つの実習実施機関に対して臨検監督を実施したところ、割増賃金の不払等労働基準関
係法令違反が認められたため、是正勧告を行った結果、割増賃金の不払等が是正された。
さらに、当該法違反の原因が、監理団体の実習実施機関に対する誤った指導によるもので
あったことから、労働基準関係法令に基づいた適正な内容の指導を行うよう、当該監理団
体に対する文書指導を併せて行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
２ 申告状況 
 
⑴ 平成 20 年以降において、労働基準監督機関に対して技能実習生から労働基準関係法令
違反の是正を求めてなされた申告件数は、次のとおりである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑵ 平成 24 年における主な申告事項は、次のとおりである。 

 
 
 
 
 
 

＜注＞申告事項が２つ以上ある場合は、各々に計上しているので、各申告事項の合計と申告件数とは一致しない。 

 

 

 

⑶ 平成 24 年における申告処理事例には、次のようなものがあった。 
 

事例１:  繊維製品製造業の事業場で就労している技能実習生から、時間外労働の割増賃
金が不足していること等について、申告がなされた事例 

【事業主の申立ての矛盾点等を指摘することにより、割増賃金不払を認めさせたもの】 
 時間外割増賃金が適正に支払われていないとする技能実習生からの申告を受け、臨検監
督を実施した。事業主は当初、時間外労働の割増賃金を適正に支払っている旨申し立てて
いたが、申告内容について丁寧に説明し、矛盾点を１つずつ指摘したところ、事業主が、
技能実習生全員の時間外労働の割増賃金を、法定以下の１時間当たり 300 円しか支払って
いなかったことを認めたため、労働基準法第 37 条（割増賃金）違反について是正勧告を行
った結果、３名に対する割増賃金不足額約 300 万円が支払われた。 
 
 

事例２： 畜産業の事業場で就労している技能実習生から、時間外労働・休日労働の賃金
が全額不払となっていることについて、申告がなされた事例 

【責任逃れの言い訳をする事業主を指導したことにより、賃金が支払われたもの】 
賃金が適正に支払われていないとする技能実習生からの申告を受け、臨検監督を実施し

た。賃金の計算を送り出し機関の職員に任せているが、計算が終わっていないので賃金を
支払うことができなかったと、自らの責任を逃れようとして不合理な言い訳をする事業主
に対し、事業主として正しく計算した賃金を所定の賃金支払日に支払う必要があることを
理解させた上で、計算方法を説明し、労働基準法第 24 条（賃金不払）違反について是正勧
告を行った結果、３名に対する不払賃金約 70 万円が支払われた。 
 

申告事項別の申告件数

賃 金 不 払 （労働基準法第24条､第37条等） 118        

最 低 賃 金 （ 最 低 賃 金 法 第 4 条 ） 31        

解 雇 の 予 告 等 （ 労 働 基 準 法 第 20 条 等 ） 13        

主な申告事項
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３ 送検状況 
 
⑴  平成 20 年以降において、労働基準監督機関が技能実習生に係る労働基準関係法令違

反により送検した件数は、次のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑵  平成 24 年における送検事例には、次のようなものがあった。 

 

事例１： 縫製業を営む個人事業主Ａを、労働基準法違反の疑いで送検した事例 

【違法な時間外労働、時間外割増賃金の不払、監督官に対し虚偽の書類の提出・陳述をし
たとして送検したもの】 
時間外労働・休日労働協定で定めた上限時間である月 42 時間、年 320 時間を超える月

100 時間以上の時間外労働を行わせ、時間外、深夜及び休日労働の割増賃金を所定支払日
に全額を支払わず、臨検監督時に労働基準監督官に対して、虚偽のタイムカードや賃金台
帳等の帳簿類を提出し、虚偽の説明をしたことから、悪質と判断し送検した。 
【違反事実】 
〔労働基準法第 32 条違反〕 
技能実習生に対し、時間外労働・休日労働に関する協定で定める延長時間を超えて時間

外労働を行わせていたもの。 
〔労働基準法第 37 条第１項、第４項違反〕 
技能実習生に対し、法定を超えた労働時間に対する割増賃金について、法定を下回る

400 円又は 450 円しか支払わなかったもの。 
〔労働基準法第 101 条第１項・第 120 条第４号違反〕 
労働基準監督官の尋問に対して虚偽の陳述をし、虚偽の記載をした帳簿書類を提出した

もの。 
 
 

事例２： 縫製業を営むＡ社、Ｂ社及びＣ社並びにこれら３社の経営者Ｄを、最低賃金法
違反の疑いで送検した事例 

【労働基準監督官が是正勧告をした後も、技能実習生に対する賃金を支払わなかったもの】 
 技能実習生からの申告に基づき、臨検監督を行い、賃金不払いについて是正を勧告され
た後においても、当該是正勧告を無視し、賃金を支払わなかったことから、悪質と判断し
送検した。なお、21 名の技能実習生に対する未払賃金の合計は約 2,190 万円。 
【違反事実】 
〔最低賃金法第４条第１項違反〕 
技能実習生に対し、最低賃金額以上の賃金を支払っていなかったもの。 
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事例３： 造船業を営むＡ社及びＡ社の作業責任者Ｂ並びにＡ社の下請として造船業を営
むＣ社及びＣ社の作業責任者Ｄについて、技能実習生に係る労働安全衛生法違反
の疑いで送検した事例 

【漏電による感電を防止するために必要な措置を講じなかったもの】 
 建造中であった船内において、下請Ｃ社に溶接による船体の組立作業を行わせる際に、
使用させていた移動式の送風機を接続する電路に、感電防止用漏電遮断装置が接続されて
いなかったため、技能実習生が送風機に接触した際に感電し、死亡するという重大な結果
を招いたと判断し送検した。 
【違反事実】 
〔労働安全衛生法第 31 条第１項（労働安全衛生規則第 649 条第１項）違反〕 
〔労働安全衛生法第 20 条第３号（労働安全衛生規則第 333 条第１項）違反〕 
移動式又は可搬式電動機械器具で、対地電圧が 150 ボルトをこえるもの又は水等導電性

の高い液体によって湿潤している場所その他鉄板上、鉄骨上、定盤上等導電性の高い場所
において使用するものについて、当該電動機械器具が接続される電路に、当該電路の定格
に適合し、感度が良好であり、かつ、確実に作動する感電防止用漏電遮断装置を接続して
いなかったもの。 

 
 
事例４： 金属製品製造業を営むＡ社及び同社取締役Ｂについて、技能実習生に係る労働

安全衛生法違反の疑いで送検した事例 

【墜落による危険を防止するために必要な措置を講じなかったもの】 
 工場内において、高さ約 2.5 メートルの箇所に設置されたプレス機械の点検台の上で、
安全帯を使用させる等同所からの墜落を防止する措置を講じることなく、技能実習生にプ
レス機械の点検作業を行わせたため、技能実習生が作業中に転落した際にプレス機械に挟
まれ、死亡するという重大な結果を招いたと判断し送検した。 
【違反事実】 
〔労働安全衛生法第 21 条第２項（労働安全衛生規則第 518 条第２項）違反〕 
高さ２メートル以上の箇所で作業を行う場合で、作業床を設けることが困難なときは、

労働者に安全帯を使用させる等、墜落による労働者の危険を防止するための措置が講じら
れなかったもの。 
 
 
事例５： 型枠工事業を営むＡ社及び同社管理者Ｂについて、労働安全衛生法違反の疑い

で送検した事例 
【労働災害の発生場所を偽って労働基準監督官に陳述したもの】 
建設現場で下請Ａ社の技能実習生が胸部打撲を負うという労働災害が発生したが、労働

基準監督官に対し、自社倉庫で負傷した旨の虚偽の陳述を行ったため、悪質と判断し送検
した。 
【違反事実】 
〔労働安全衛生法第 91 条第１項・同法第 120 条第４号違反〕 
労働基準監督官からの質問に対し、同社管理者Ｂは、被災した技能実習生の労働災害発

生場所について、虚偽の陳述をしたもの。 
 

  



 
 
 
４ 出入国管理機関との相互通報状況 
 
⑴  技能実習生の労働条件の確保を図るため、実習実施機関について、労働基準監督機関

と出入国管理機関が相互に必要な情報を提供している。 
労働基準監督機関が、出入国管理機関から情報提供を受けた実習実施機関については、

監督指導等を実施している。 
 

⑵  実習実施機関について、平成 24 年に労働基準監督機関から出入国管理機関へ通報し
た件数は 413 件、出入国管理機関から労働基準監督機関へ通報された件数は 556 件であ
る。 
 
※ 通報制度 

 ① 労働基準監督機関から出入国管理機関への通報 

労働基準監督機関が行う臨検監督の結果、技能実習生に係る労働基準関係法令違反が認めら

れた事案 

 

② 出入国管理機関から労働基準監督機関への通報 

出入国管理機関が行う実態調査等により、技能実習生受入機関において労働基準関係法令違 

反の疑いが認められた事案 

 
 

 

 

 



〔死亡事案〕

死亡年月 性別 年代 資格 国籍 概略
入国後
年月

1 2012年4月 男 20代
実習
1号ロ

ベトナム

作業開始のため、先輩実習生が鍛造用プレス機の作
業電源ボタンを押したところ、地上から4m上方の同機
械の最上部にいた本人が、フリクションクラッチのフライ
ホールの間の隙間に頭を挟まれた。

約5ヶ月

2 2012年4月 男 30代
実習
1号ロ

中国

土曜日深夜、宿舎で友人と食事後、友人を送るために
自転車で外出し国道を並走していたところ、後方から
来た大型トラックにはねられ、9日後死亡。

約6ヶ月

3 2012年5月 男 20代
実習
2号ロ

中国
土曜日早朝、宿舎の布団の中でくも膜下出血により意
識を失っているのが発見され、死亡が確認。 約33ヶ月

4 2012年5月 男 30代
実習
1号ロ

中国
私用で外泊していたホテルで火災に巻き込まれ死亡。

約6ヶ月

5 2012年5月 男 20代
実習
2号ロ

中国
私用で外泊していたホテルで火災に巻き込まれ死亡。

約13ヶ月

6 2012年5月 女 20代
実習
2号ロ

中国
私用で外泊していたホテルで火災に巻き込まれ死亡。

約31ヶ月

7 2012年5月 女 30代
実習
1号ロ

中国
私用で外泊していたホテルで火災に巻き込まれ死亡。

約10ヶ月

8 2012年5月 男 30代
実習
1号ロ

中国

深夜、外出先から宿舎に戻るため自転車で道路を走
行中、後方から来た乗用車にはねられ、2日後に死
亡。

約10ヶ月

9 2012年6月 男 20代
実習
1号ロ

中国
県道に架かっている橋より約30m下の道路に転落、病
院に搬送されたが死亡。 約2ヶ月

10 2012年7月 女 20代
実習
2号ロ

ベトナム

本人からの申し出により仕事を休ませていたところ、宿
舎のベッドに倒れていたため、病院に搬送したが3日
後死亡。

約33ヶ月

11 2012年8月 男 20代
実習
2号ロ

中国

金曜日夕方、友人3人と海水浴に行き遊泳していたとこ

ろ、本人の姿が見えなくなり、約30分後に心肺停止状
態で波打ち際にて発見され、搬送先の病院で死亡が
確認。

約22ヶ月

12 2012年8月 女 30代
実習
1号ロ

中国

早朝、うめき声のような音を聞いた同室の実習生が本
人のベッドを確認したところ、布団に血液が付着してい
たため、消防等に連絡したが、既に心肺停止の状態で
死亡が確認。

約4ヶ月

13 2012年8月 男 30代
実習
2号ロ

中国

パイプライン設置工事現場において工事用資材の移
動作業を行っていたところ、モルタルミキサーが倒れ、
道路横の擁壁との間に挟まれ死亡。 約34ヶ月

2012年度　外国人技能実習生の死亡事故発生状況

（2012年4月～2013年3月、行方不明含む）



死亡年月 性別 年代 資格 国籍 概略
入国後
年月

14 2012年9月 女 20代
実習
2号ロ

中国
体調不良で実習を休んだ翌日、敗血症であることが判
明し緊急入院したが、その翌日朝死亡。 約20ヶ月

15 2012年10月 男 30代
実習
1号ロ

中国
早朝、宿舎周辺の橋より45m下の川に転落し、死亡。

約6ヶ月

16 2012年10月 男 20代
実習
2号ロ

中国

土曜日早朝、夜勤を終え自転車で宿舎に戻る途中、
下り坂の信号機がない交差点において乗用車と衝突
し、14時間後に死亡。

約25ヶ月

17 2012年10月 男 30代
実習
1号ロ

中国

土曜日深夜、宿舎に戻るため県道を自転車で走行
中、対向車線を走行中の乗用車に衝突し、10時間後
に死亡。

約6ヶ月

18 2012年12月 女 20代
実習
2号ロ

中国
12月上旬に会社から本人の姿が見えなくなり、3月に
水死体で発見。 約23ヶ月

19 2013年2月 男 20代
実習
2号ロ

中国

発熱のため近くの内科を受診したが、熱が引かなかっ
たため数日後転院したところ、髄膜炎と診断されウイル
ス性脳炎に移行、ウイルス性感染症を繰り返し、2月初
旬に死亡。

約15ヶ月

〔行方不明事案〕

死亡年月 性別 年代 資格 国籍 概略
入国後
年月

1 2012年9月 男 20代
実習
1号ロ

インドネシア

宮崎県沖太平洋で、乗船していたかつお一本釣り漁
船が貨物船と衝突し沈没、行方不明。 約9ヶ月

2 2012年12月 男 10代
実習
1号ロ

インドネシア

父島沖太平洋で、マグロはえ縄漁船から転落して行方
不明。 約8ヶ月
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報告書

日弁連外国人技能実習生プロジェクトチーム御中

弁護士 大 坂 恭 子

当職が担当した事件（岐阜地裁平成２４年（ワ）第８８８号事件、以下「本件」と言い

ます。）につき、以下の通り報告します。

本件は、２０１０年１月７日、「研修」の在留資格で入国した中国人研修生ないし技能

実習生が実習実施機関に対し、未払賃金等を請求した事件ですが、２０１０年７月以降、

新制度が施行されてから作業現場に遮光カーテンを設置してまで（資料１）、外国人技能

実習生を深夜に及び時間外労働に従事させていた悪質な事案であることから報告します。

１ 保証金について

本邦に入国する以前に送り出し機関から徴収されています（資料２）。

２ 時間外労働について

日本人には利用しているタイムカードを敢えて利用せず、資料（資料３）の通り、連

日深夜に及ぶ時間外労働が行われていました。資料は、２０１１年９月から２０１２年

４月までのものです。

３ 賃金について

入国管理局に報告されていた賃金とは異なり、毎月基本給５万円以外に、時間外手当

として、１年目時給２５０円、２年目時給３５０、３年目時給５００円の割合で計算さ

れた金額が、現金で毎月支給されていました。

４ 各外国人研修生の採用について

もともと中国でプロの縫製工をしていた経験者ばかりで、技術移転の必要性はありま

せん。実習実施機関の社長が中国を訪問し、縫製実技をテストしてから採用しました。

実習実施機関には、日本人のパート労働者以外に技術指導が可能な日本人従業員はあ

りませんでした。

５ 本件の解決について

原告の１名の本人尋問（２０１３年１２月２７日来日して尋問）後、被告に資力が乏

しいこと等も踏まえ、裁判外で和解し（資料４）、原告各人に対し、解決金２００万円

が支払われました。そのため、上記訴訟は取り下げました。

以上
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